
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  法人の実効税率が改正に                  

Ｑ：法人の実効税率が改正になったそうで

すが、どのようになったのですか？                             

                                              

Ａ：平成27年４月１日以後開始事業年度か

らの法人の実効税率が引下げになっています。 

【解説】 

平成27年４月１日以後開始事業年度から、

法人税率が25.5%から23.9%(年800万円超の部

分)に引き下げられたことから、法人の実効税

率も次のように35.64%から33.1%に引下げに

なりました。 

各自治体によって、法人住民税や事業税の

税率が違いますので、若干違いますが、概ね、

次のような税率になっています。 

 ・法人税の税率 

  23.9% 

 ・地方法人税の税率 

  1.0516%(法人税の税率×4.4%) 

 ・法人住民税の税率 

  3.8957%(法人税の税率×16.3%) 

 ・事業税の税率 

  3.46% 

 ・地方法人特別税 

  2.8985% 

法人の実効税率は、これらから計算します

と33.1%となります。 

法人の実効税率とは、表面税率ではなく、

法人の損金となる事業税を考慮した実際の税

負担率のことをいいます。 
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